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11 税効果会計の目的税効果会計の目的11 税効果会計の目的税効果会計の目的

法人税等調整額を調整項として

法人税等を適切に期間配分し法人税等を適切に期間配分し、

税引前当期純利益と法人税等を税引前当期純利益と法人税等を

合理的に対応させること合理的に対応させること。



22 税効果会計の現実税効果会計の現実22 税効果会計の現実税効果会計の現実

法定実効税率と税効果会計適用

後 法人税等 負担率 乖離後の法人税等の負担率の乖離

■乖離の原因■乖離の原因

１ 永久差異の存在１．永久差異の存在

２ 評価性引当額の増減２．評価性引当額の増減



33 制度的背景制度的背景33 制度的背景制度的背景

評価性引当額の増減

法人税等調整額に加減法人税等調整額に加減

（資産の評価差額が純資産の部に直（資産の評価差額が純資産の部に直

入されている場合は当該差額に加減入されている場合は当該差額に加減

（「個別財務諸表における税効果会

計に関する実務指針」23項）



44 法人税等調整額の変動要因法人税等調整額の変動要因44 法人税等調整額の変動要因法人税等調整額の変動要因

１．当期中の一時差異の発生又当期中 時差異 発 又

は消滅に伴う繰延税金資産・

負債の変動（フローの変動）

２．既存の繰延税金資産・負債

変動（ ト ク 変動）の変動（ストックの変動）



55 設例による説明（設例による説明（No 1No 1））55 設例による説明（設例による説明（No.1No.1））

* 当期に100の有税償却を実施

既存 繰延税金資産 回収可* 既存の繰延税金資産の回収可

能性を見直し 80だけ減額能性を見直し、80だけ減額

* 永久差異が100発生* 永久差異が100発生

* 法定実効税率は40％* 法定実効税率は40％



66 設例による説明（設例による説明（No 2No 2））66 設例による説明（設例による説明（No.2No.2））

税引前当期純利益 2 000税引前当期純利益 2,000

(課税所得) 2,200(課税所得) ,

法人税等 880

法人税等調整額 40法人税等調整額 40

当期純利益 1,120当期純利益 ,

会計上の法人税等負担率 46％会計上の法人税等負担率 46％

①永久差異に起因する乖離 2％

②評価性引当額の変動に起因する乖離 4％



77 法人税等調整額の２つの法人税等調整額の２つの77 法人税等調整額の２つの法人税等調整額の２つの
機能機能機機

１．フローの変動に起因する法定実効

税率と会計上の法人税等負担率の乖

離を調整する機能 本来の機能離を調整する機能 本来の機能

２．ストックの変動を吸収する機能２．ストックの変動を吸収する機能

簿記創設的機能

税効果会計の目的達成を阻害す

る機能る機能



88 ありありうべきうべきケース（１ケース（１))88 ありありうべきうべきケ ス（１ケ ス（１))

Ａ行は財務内容の健全化を図るため将来

課税所得をより保守的に見積もり 繰延課税所得をより保守的に見積もり、繰延

税金資産を200だけ減額した。税 資産 け減額

整評価性引当額の増加 法人税等調整額

の増加 法人税等負担率の上昇（46％の増加 法人税等負担率の上昇（46％

へ）



99 ありありうべきうべきケース（２）ケース（２）99 ありありうべきうべきケ ス（２）ケ ス（２）

Ｂ行は融資先の業績が好転し貸倒れの懸

念がなくなったため 過年度に行った有念がなくなったため、過年度に行った有

税償却200に係る繰延税金資産を切り捨税償却 係 繰延税 資産 切り捨

てた。（評価性引当額の増額）

繰延税金資産の減額 法人税等調整額繰延税金資産の減額 法人税等調整額

の増加 法人税等負担率の上昇



1010 ありありうべきうべきケース（３ケース（３))1010 ありありうべきうべきケース（３ケース（３) ) 

業績が良好なＣ行は業績不振のＤ行を統

合した 統合のシナジ 効果により Ｄ合した。統合のシナジー効果により、Ｄ

行の繰延税金資産の回収可能性が200だ行の繰延税金資産の回収可能性が200だ

け上昇すると見込んだ。

繰延税金資産の増額 法人税等調整額繰延税金資産の増額 法人税等調整額

の減額 法人税等負担率の低下の減額 法人税等負担率の低下



1111 ありありうべきうべきケース（４）ケース（４）1111 ありありうべきうべきケ ス（４）ケ ス（４）

Ｅ行が保有している「その他有価証券」
（全部純資産直入法を採用）の時価が（全部純資産直入法を採用）の時価が
200下落した。

その他有価証券評価差額金の減額 法その他有価証券評価差額金の減額 法

人税等調整額は増減なし 法人税等負人税等調整額は増減なし 法人税等負

担率は変化なし



1212 現行基準に対する修正私案現行基準に対する修正私案
（１）（１）

ケース１、２に関して

繰延税金資産の回収可能性の下方修正繰延税金資産の回収可能性の下方修正

法人税等調整額（貸方）法人税等調整額（貸方）

繰延税金資産の評価減

(税引前当期純利益の計算過程に反映させる)(税引前当期純利益の計算過程に反映させる)



13  13  現行基準に対する修正私案現行基準に対する修正私案
（２）（２）

ケース３に関して

繰延税金資産の回収可能性の上方繰延税金資産の回収可能性の上方

修正修正

法人税等調整額（借方）

繰延税金資産の評価益繰延税金資産の評価益

(税引前当期純利益の計算過程に反映させる)(税引前当期純利益の計算過程に反映させる)



1414 結論（１）結論（１）1414 結論（１）結論（１）

*現行の税効果会計は税引前当期純利益

の計算に反映されていない既存の繰延の計算に反映されていない既存の繰延

税金資産・負債の回収可能性の見直し税 資産 負債 回収可能性 見直

に起因する税効果の変動まで法人税等

整調整額に加減している。このことが税

引前当期純利益と法人税等の対応を歪引前当期純利益と法人税等の対応を歪

める原因になっている。



1515 結論（２）結論（２）1515 結論（２）結論（２）

* 法人税等調整額は当期に生じた一時差異

の発生・消滅の税効果のみの受け皿とすの発生・消滅の税効果のみの受け皿とす

るべきである。

* 繰延税金資産・負債の回収可能性の見直

しに起因する税効果の変動は独立の損益しに起因する税効果の変動は独立の損益

項目（繰延税金資産評価損益）として計項目（繰延税金資産評価損益）として計

上し、税引前当期純利益の計算に反映さ

る き あるせるべきである。



1616 結論のインプリケーション結論のインプリケーション
((１１))

*会計学界には、企業会計と課税所得
計算の乖離は税効果会計によって調計算の乖離は税効果会計によって調
整されるから、確定決算原則の意義
は薄れたという見解がある。

*しかし 税効果会計は企業会計と課*しかし、税効果会計は企業会計と課
税所得計算の差異（一時差異）が法
人税等調整額を媒介にして連動して
いることを示しているいることを示している。



1717 結論のインプリケーション結論のインプリケーション
((２２))

*本報告で指摘したような税効果会計
のアノマリーを是正しないと、税効
果会計は企業会計と課税所得計算の果会計は企業会計と課税所得計算の
乖離をかえって増幅させる結果にな
るる。


